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南京城壁保護計画の変遷と特徴に関する研究

Transformation and Characteristics of Conservation Plan 

for Nanjing City Wall 

王成康＊，坂井猛＊＊

Chengkang WANG and Takeru SAKAI 

The purpose of this research is to figure out也echaracteristics and issues of the conseIVation plan for the 

Na吋ingcity wall. At first, the characteristics, establishment situations and the planning process of the 

conseIVation plan for important cultural prope抗iesin China were aI回lyzed.Also, the influence that由epolicies 

implemented by the government gave m由e甘ansformationof由cconseIVation plan for the Nanjing ci匂rwall 

was examined. The results紅eas follows: 1）百1efeatures and issues of由econseIVation plan for the Naniing 

city wall were cl紅温ed.2）百1eimpo抗出1ceof p紅白ipationfrom multiple disciplines of the government and 

establishment of pliable plans considering the characteristics of cultural properties were implied. 
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1. はじめに

1-1 研究の背景

中国政府は，改革開放による経済の成長とともに，

文物注 1）を重視するようになり，中華人民共和国文物保

護法（以下，文物保護法）の改訂（2002年）をはじめ

として，数多くの文物保護に関する法令，法規を公布

戸した．そのなかでも 2003年に公布された「文物保護

工程管理弁法Jは，文物に対する保護計画の策定をは

じめて法的に規定したものであり， 2004年には，「全

国重点文物保護単位保護規劃編制審批弁法Jと「全国

重点文物保護単位保護規劃編制要求」を公布し，全国

重点文物保護単位の保護計画を策定するための指針と

内容・構成を具体的に規定している．中国における多

くの都市で全国重点文物保護単位の保護計画が策定さ

れる一方で，経費の不足等の理由によって未だ策定さ

れていない都市も多い l).

中国における現存する城壁のうち，規模が最大の南

京城壁は， 1988年に全国重点文物保護単位に指定され，

現在，他の 7都市にある城壁とともに，「中国明清城壁」

として中国の世界遺産申請の予備リストに挙げられて

いる注2）.南京市は，城壁の保護計画の制定や更新に取

り組み， 2003年と 2004年に国が公布した新たな施策

＊都市共生デザイン専攻博士後期課程
＊＊新キャンパス計画推進室

を受けて，南京城壁保護計画（2008～2025）を全国に

先駆けて公布している 2).

1-2 研究の目的

本研究は，南京城壁と周辺空間を保全するために策

定された南京城壁保護計画を対象として，城壁保護計

画の変遷に国の施策が与えた影響と今後の課題を明らか

にすることを目的とする．

1-3 研究の方法

まず，国家文物局等データベース 3）をもとに，法規の公布・

修正に関する通達・通知を対象とする文献調査を行い，中

国における文物保護計画の変遷と全国重点文物保護単

位保護計画の特徴と策定状況を把握する．つぎに，「南

京明城壁風光帯計画Jを策定した南京市計画設計研究院

(2013年2月16日），南京城壁保護計画を策定した東南大

学建筑設計研究院に対するヒアリング調査（2013年2月14

日），また両機構に提供された保護計画書をもとに，南京

城壁に関する保護計画の変遷を考察する．さらに，南京城

壁と周辺の状況に関する現地調査，東南大学建筑設計研究

院に対するヒアリング調査の結果をもとに，南京城壁保護

計画（2008～2025）の策定経緯計画の特徴を考察した

上で，国が公布した施策による影響を明らかにする．

1-4 既往の研究

中国における文物の保護に関する研究は，法制度の

整備や特徴に関する研究山），また保護の歴史や理念に
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関する研究 7）ー11）等が多く見られる．保全・保護計画に

関する研究山2）ー同は歴史的都市・地区の保全計画に着

目するものが多いが，中国における重点文物保護単位

の保護計画に着目し，南京城壁保護計画の変遷及び計

画の策定位緯を対象とした研究は見られない．

2. 中国における文物の保護体系と保護計画

2-1 文物の保全体系

2002年に改訂した文物保護法によって，文物は，可移

動文物と不可移動文物に分けられる．不可移動文物は，文

物保護単位，歴史文化街区・村鎮，歴史文化名城，指定

待ちの不可移動文物（待指定不可移動文物）の4種類に

分けられている．文物保護単位は重要度に応じて，市県級

文物保護単位，省級文物保護単位，全国重点文物保護単

位（以下，国保）の3ランクに分けて指定している（図 1).

2-2 全国重点文物保護単位の指定と構成

国家文物局のサイト内に検索作業を行い，国保の指定

経緯と構成をまとめた. 1961年から 2013年にかけて，国

保の指定は7回にわたり，合計4,295箇所が指定されてい

る（表 1).

現存の国保は， 6種類に分けられる出）．古建築は， 1,882

箇所（44%）を占め，そのうち城壁は 36箇所である．古遺

土止は 1022笛所（2矧） 古墓葬は 3904箇所（9弘）を占める．

また，石窟寺及び石刻は 256箇所（6見），近現代重要史跡

及び代表的建築は， 710箇所（16覧）である． さらに，古井

や造酒池等その他の科目は 35箇所（1弘）である（図 2).

表1

市県級文物藻謹単位

省級文物保護単位

全国重点文物保護単位

図 1

2-3 文物保護に関する計画の変遷

(1)都市計画における保護規定

1982年の文物保護法では，市・県に対して文物の保

護計画の策定義務を規定しなかったが，都市計画を策定

する際に，行政区域内の各級文物の保護に関する措置を

同時に策定し，各文物の保護範囲と規制範囲を定めるこ

とを規定した（第 10条）（表2).

(2）歴史的地区等の面的保護計画

国家文物局は， 1983年に公布した「関於加強歴史文

化名城保護規劃的幾点意見Jにおいて，歴史文化名城保

護計画の策定義務を規定し， 1984年に公布した f城市

規劃条例 Jにおいて，都市計画の中で文物保護に関する

内容，歴史文化名城保護計画の策定義務を規定した．ま

た， 1994年に公布した「歴史文化名城保護規劃編制要

求」において，歴史文化名城保護計画の目標，策定原則，

内容構成等を具体的に定めた．

さらに， 2002年に改訂した文物保護法では，県級以

上の自治体は文物保護に関する事業を国民経済及び社

会発展計画のなかで定めることとし，所要経費を財政予

算で確保するとともに，歴史文化街区，村鎮，名城とし

て指定された区域では，都市計画の一部としての保護計

画の策定義務を規定した．

(3）点的文物保護計画の展開

2002年，中国古跡遺祉協会は，文物保護を進めるため「中

国文物古跡保護準則Jを策定した.2003年に国家文物局

が公布した「文物保護工程管理弁法Jでは，文物保護計画

の策定をはじめて規定した. 2004年に公布された「全国重

点文物保護単位保護規劃編制審批弁法」と「全国重点文

物保護単位保護規劃編制要求jにより，国保保護計画の策

定指針と内容構成を具体的に定めた．国保保護計画を策定

する際，文物本体の保護，周辺環境の保全と改善を規定す

る一方で，持続的，合理的利用，地方経済の発展との調

和を図る必要があるとしている．公布された保護計画は，文

物保護事業における文物の保護と管理の法的根拠となる．

しかし，文物保護法は保護計画の策定義務を規定していな

いため，計画の策定は文物の存する市・県に任されている．
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3. 全国重点文物保護単位保護計画の策定と構成注5)

3-1 保護計画の策定状況

国務院，国家文物局，各省政府が公布した国保保護計

画に関する審議結果をもとに文献調査を行い， 2013年9月

までの国保保護計画の策定状況出）をまとめた（表3，図 3).

現在まで，合計4295箇所の国保のうち，公布済みまた

は策定中の保護計画は 717箇所（約 17見）である．その多

くは，観光資源として利用されており，損傷の危険を担う

可能性が高い古建築は323箇所（約 45見），古遺土l上は 195

箇所（約 27.2弘），合計518箇所（72.2見）がある．また，近

現代重要史跡及び代表的建築は85箇所（11.9見），古墓葬

は67箇所（9.3見）が保護計画を策定した． さらに，石窟寺

及び石刻は45箇所（6.3弘），その他は2箇所（0.3ゆがある．

3-2 保護計画の作成プロセスと課題

全国重点文物保護単位保護計画を策定するためには，

「全国甲級文物保護工程勘察設計資質」としづ国家文

物局が認定した資格が必要である．資格を有する全国

29機構のうちの 1つである東南大学建築設計研究院に

対するヒアリング調査の結果をもとに，国保保護計画

の策定プロセスと課題について考察する．

文物の保護計画を策定するにあたっては，文物部門

は国家文物局の認定資格をもっ機構を指定する．機構

は，計画案の作成着手段階から，都市計画部門への必

85箇所

表3 保護計画の策定状況 C11. 9 I 

全国重点文物保 i 文物｜保護計｜策定の I~~郷軍
比率

195 19% 

67 17% 

323 17% 
45 18% 

85 12% 
図古遺祉国吉墓葬口古建築

回石窟寺及び石刻 園一一近及現び代代表軍主｛要生建史跡
2 6% 圃その他 築

717 17% 図 3 保護計画の割合

省 市・県 ｜ 計画作成機構

要資料の請求等を行い，計画案の作成後，市・県の文

物部門で審議される．修正の必要がある場合，機構へ

修正意見が示され，計画案の修正が行われる．その後，

省政府へ提出され，文物部門と建設・計画部門等の合

同審議が行われる．省政府により計画案が承認された

後は，公布までに国家文物局の同意を得る必要がある

としている（図 4).

省政府の審議は，文物部門と計画・建設部門の合同によ

ることと規定されているが，保護計画は，作成の指示から

公布まで，文物部門が主導している．機構が保護計画を作

成する際の都市計画部門との関わりは，必要な資料の請求，

文物周辺の土地利用，道路計画等の変更，保護計画の作

成状況の通達等であるが，都市計画，建設，観光分野と

の調整が十分とはいえない．さらに，都市計画案の審議で

は事前に，専門家や市民からの意見を募集する規定がある

が，保護計画案では意見募集に関する規定がない．

3-3 保護計画の内容と特徴

2004年に公布した「全国重点文物保護単位保護規劃

編制要求」について，東南大学建築設計研究院に対する

ヒアリング調査の結果をもとに，国保保護計画の内容と構

成の特徴をまとめた．保護計画は， 5つの段階で、構成

される（表4).

(1）文物の現状把握と評価の段階

文物の価値，重要性，環境等に対する影響の評価，利

用実態，破壊された部分があればその要因等を明示する．

(2）計画構想の段階

保護計画の原則，目標，対象等を明示する．

(3）具体的な保護措置と実施計画段階

文物保護法で規定した保護範囲，規制範囲の設定，

表4 保護計画の内容要求と構成

① 現状抱握 1.文物の価値、重要性及び環境、社会、人文に対する影響の評価

と評価 2.文物本体とその周辺環境の保護、管理及び利用現状、破壊要因

②計画構想 3.計画の原則、性質、目標、重点と保護対象

③ 4.保護範囲と規制範囲の設定、管理規則
保護措置 5.工事と技術の要求等の保護措置

主宙な塑骨 ＠ 実活纏用と計展百示

6.環境、生態保全の措置

7.その他の部門別計画

8.機能区分、利用制限
9.展示計画の制定：来客数、展示路練、項目、サービス施設等

⑤ 10.計画範囲内の新開発プロジェクトが必要場合、その必要性、

計画管理
位置、建築機能、規模、予算、設計等

11.管理上の建議、日常の補修と検査内容、地域との連携計画

12.計画期間、実施重点、予算、計画実施の保証手段

必ず明示す
保護の目標、保護範囲と規制範囲の設定及び管理規定
文物本体の保護措置、利用機能の制限

ベき事項 来客数のコントロール指標等

期間
一般的に20年とし、短期、中期、長期に区分する
短期計画の期聞は5年以内、主要な課題、必要なプロジェクトを優先する

1.計画文書：計画の趣旨、目標、内容に関する規定

①総括②部門別評価③フレーム計画④保護区期⑩画投⑤資保護予措算置
⑥環境計画⑦展示計画③管理計画⑨計画分期 資予算⑪付則

構計画由成

2.計画図面：計画文書に対応し、文物の現状と計画の内容を図面で表現
①基本図面②説明図面③補足図面

3.計画説明：文物の価値、重要性、現状、管理等評価の

①詳細保護内容対象、説計画明趣②部旨の論証、 計画文書の解別説計
門別評価報告③部門 画説明

4.④基礎計画資料実施集保：各障種提基案礎資料、 計画根拠等
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文物の修繕工事と技術工法等の規制，周辺環境，生態

の保全等を含む部門別計画を策定する．

(4）活用展示段階

利用機能，制限を明示し，詳細な展示公開計画を策

定する．

(5）計画管理段階

来客数のコントロール，文物の日常管理，計画期間，

予算等を明示する．

制定した内容を達成するため，一般的には 20年間の

期間を定め，短期，中期，長期の目標を設定する．短

期計画は，期間が 5年以内であり，文物における主要

な課題の解決，必要なプロジェクトの開発等を優先的

に実施する．中期と長期の目標に関しては具体的に規

定されておらず，文物の状況によって設定される．

2003年に国保保護計画の策定指針を公布して以来，

保護計画が未だ策定されていない国保が多く見られた．

保護計画を策定するプロセスを厳格に規定し，保護計

画の内容と構成を標準化，規範化する一方で，公布さ

れている 6種類の国保の特徴が十分に生かされておら

ず，保護計画の策定を推進するには柔軟性が低いとい

う課題が残る．さらに，小規模な国保の保護計画を策

定する際には，経費の保証が困難な場合がある．

4. 南京城壁保護計画の策定経緯と計画の特徴

4-1 南京市と南京城壁

南京市は，北京市，西安市，治陽市と並ぶ中国の四大

古都の1つであり，古くから中国の政治，文化，経済，軍

事の中枢として位置づけられてきた．現在は，長江三角洲

都市圏の中核都市，江蘇省の省都である. 2011年の人口

は約 800万人，市域面積は約6,587km2であり， 1982年に，

歴史文化名城として最初に指定された. 2012年までに指定

された南京市の文物は 国保27箇所，省級 100箇所，市

級260箇所，区級 123箇所，合計510箇所あり，文物資

源が豊かな都市といえる 20).

南京城壁は，明代（1368～1644年）に築かれた．当時

の南京は，内から外へ，宮城，皇城，都城，外郭の四重

の城壁に固まれていたが，このうちの都城城壁のみが現存

する．戦災や開発に伴って部分的に取り壊された結果，現

在の都城城壁は5箇所に分かれているが，全長は約25km

であり， 25の城門が残存する2)（図 5).

4-2 南京城壁における保護計画の変遷

南京城壁は 1988年に国保として指定された．それ以

降，南京市は城壁の保護を重視し， 1992年と 1997年

の2回にわたって城壁の保護に関する計画を策定し，

さらに， 2007年に南京城壁保護計画を策定した. 1997 

年の計画を策定した南京市計画設計研究院により提供され

た南京明城壁風光帯計画及びヒアリング調査の結果をもと

に， 1992年と 1997年の計画の特徴を考察する（表 5).

(1）南京明城壁保護計画（1992年）

1991年の大洪水により，約 350mの城壁が倒壊した

ことから，城壁を保存するために，南京市の建設部門，

計画部門，文物部門等が協同し，初の保護計画である

「南京明城壁保護計画」を策定した注9）.しかしながら，

当時は，経済発展のための都市建設を優先していたた

め，この保護計画は公布されなかった．

計画の目標は，城壁本体を全般的に保護し，修繕す

ることにある．このために周辺環境を整備し，城壁と

城壁遺跡を中心として環状緑地帯を形成する．保護区

域の範囲は，城壁外側を堀の外縁までとし，内側を隣

接する山地の外縁まで，山地がない場合は 15m以内と

してる．保護範閤内の建築物は，計画的に撤去し，緑地，

道路，標識以外の建設行為を認めていない．

(2）南京明城壁風光帯計画（1997年）

南京市が 1995年に公布した f南京市都市総体計画

1991-2010Jは，城壁とその周辺の自然風景を保護し，

障害になる建築・構造物を整備する必要があることを

規定し，城壁が明朝文化を展示する窓口となり，観光

を推進するという目標を設定した．南京市はこの総体

計画に基づき，南京市の都市計画，文物，園林に関わ

る各局の指導のもとで，南京市規劃設計研究院が策定

した「南京明城壁風光帯計画」（1997年）を， 1999年

に公布した．

南京明城壁保護計画（1992年）と比較すると，保護対象

が城壁の遺跡まで拡大した．城壁，城門，遺跡，堀等を

一体的に保護し，周辺の景観資源と関連づけた環状緑地

景観帯を建設することによって，観光産業を促進し，世界

遺産登録を目指すという目標を設定している．

図5 南京市と南京城壁注8)

口宮城城壁遺跡
皇城域整遺掛

ー現存都城城壁
。現存都城域内
．都城城壁遺跡

・・・外郭城壁遺跡
β 外部城門遺跡
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計画は，城壁全体を対象とした総体部分， 5箇所の

城壁を対象とした部分の 2段階に分けられ，保護計画

と開発計画からなる．保護計画では，城壁，城壁遺跡，

周辺の自然環境に対する具体的な保護措置を定め，開

発計画では，城壁と周辺の自然環境の整備手法や観光

路線の整備等に対する具体的な提案を行っている．ま

た，計画の実施が円滑に進むよう，管理機構の設置や

法律の修王等一連の管理規定を定めた．

4-3 南京城壁保護計画2008～2025の策定と特徴

(1）計画決定に至る経緯

2003年に国家文物局は，文物保護計画の策定義務を規

定し， 2004年に国保保護計画の策定指針と内容構成等を

公布した．これを受けて，南京市文物局は南京城壁保護

計画を策定することとなり， 2007年に，国家文物局の認定

資格をもっ東南大学建築設計研究院に保護計画の策定を

委託した．

ここでは，東南大学建築設計研究院に対するヒアリング

調査の結果をもとに，南京城壁保護計画2008～2025の

表5 保護計画の比較

策定経緯をまとめる．

東南大学建築設計研究院は，計画案の作成着手段階か

ら，城壁周辺の地形図や道路，土地利用計画等必要資料

の請求，また，保護計画における城壁周辺の規制，道路

計画の変更等状況の通達に関連して南京市都市計画局と

共に，約 1年間かけて自主的に計画案を作成した．計画案

の作成後，南京市の文物局による審議を経て， 2008年9

月に江蘇省政府へ提出し，省の文物部門と建設・計画部門

等による合同審議を経て承認され，国家文物局の同意を得

て， 2009年 12月に計画を公布した．

(2）計画の内容

東南大学建築設計研究院により提供された南京城壁保

護計画及びヒアリング調査の結果を参考しつつ，南京城壁

保護計画2008～2025の内容を考察する．

①計画の構成

保護計画書は，計画文書，計画図面，計画説明およ

び基礎資料集の 4部からなる．計画文書は，総括，城

壁の価値，保護状況，周辺環境，管

理，利用と展示及び研究等の現状評

価，フレーム計画，具体的な保護措

置，部門別計画，計画管理等に大別

される．

計画図面は，城壁の変遷，周辺土

地利用，交通施設，管理現状等基礎

情報図，城壁の価値，保護状況，周

辺環境，交通，公共施設，利用と展示

等に対する評価図，保護措置，保護と

規制範囲，環境整備，交通施設の調整，

城壁の外側lま編の外縁 l①現存城壁：高さの1～1.5倍で15冊以上にするl①現存域髭’外側Iま綴の外縁から1旬、肉側Iま
まで。内側Iま隣接する l②城壁遺跡：内外両面15m l隣接する山地の外縁から15冊、山地がない場
山地の外縁まで、山地 l l所！ま城壁から15問。周辺の状況によって具体

保謹区域 iがない場所Iま15冊以肉 ｜ l的に般質する
②城壁遺跡．内外両面1伽1

③外郭．内外から30m～50問、山地がある場
合‘山地の外縁まで

①城援基本的には城壁内外から50冊以上！こ l現存城壁、城壁遺跡、外郭は閉じ〈‘肉側は
し、周辺環袋に協調して異体的に骸置する l保穫区域から35崎、外側Iま保護区域から50m
②城壁遺跡内側Iま15m、外側は臓の外縁か

主主E

2008年～2025年
①短期計画・：2008年～2010年、基礎資料の充
実、損傷の大きい城壁に対する修繕、一部の
違法建築物の撤去、臓の整備等
②中期計箇：2011年～2015年、関連するサー
ビス施般の充実‘域壁博物館の建段、周辺環
境の整備など
③長期計画：2021年～2025年、土地利用の踊
整、違法建築物の撤去、環境の繋備、考古工
事、交通路線の整備、展示利用等を全て完成
する

①総体部分 ｜①文書：総括、現状評価、フレーム計画、保
1.計函文書・総括、保護と規制計菌、開発と l銭措置、吉宮門耳lj計画、展示利用‘管理
利用計画、実施建議 l②図面基本情報図、解価園、計画函
2計画総鋭明：城壁現状と価値、係経方針、 l③説明・計画文書と図面に対する詳細説明
保護と規制計画、開発と利用計画、実施建 ！④基礎資料集
蟻‘計百依拠、後記
3.管理規定・総括、保護と規制、開発と利
用、刑罰規定、イ寸員lj

4.実施建議
＿，＿，＿・ICbnl..

目標

保接措置

計

規制区場

画

部門別計画

内 l活用方針

容 1 管理

計画期間

計画書構成
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図 6 保護範囲と規制範囲



土地利用調整，利用展示等を表現する計画図からなる．

計画説明は，計画文書と計画図面の詳細な説明である．

基礎資料集は，計画根拠，城壁の現状と歴史資料等がある．

②計画の目標

1992年， 1997年の計画と比較すると， 2007年の計画に

おける保護対象は外郭まで拡大している．計画の目標は，

城壁と周辺の自然環境の融合を促進することであり，城壁

を巡って発生した歴史事件等の無形の文化遺産を城壁保

護と関連づけたテーマ観光の開発を促している．

③保護措置

城壁の保護範囲は，現存する城壁の外側にある堀の

外縁から 15m，内側は隣接する山地の外縁から 15m，山

地がない場合は城壁から 15mとしており，具体的な範

囲は，周辺の状況によって決定する．城壁遺跡の保護

範囲は城壁の跡地の内外両面から 15mの範囲である．

外郭は内外から 30m～50mの範囲であり，山地がある

場合，山地の外縁までとする．規制区域の範囲につい

て，城壁，城壁遺跡，外郭は同様に，内側は保護区域

の境界から 35m，外側は保護区域の境界から 50mである．

城壁本体の保護は，現状調査に基づいて，具体的な措

置を決定する．一般には，城壁の日常管理と保守を強

化することになる．城壁と外郭の遺跡には，緑地の整

備や遺跡であることを示す標識の設置を行う（図 6).

④部門別計画

城壁の保護に関わる環境生態計画，インフラ調整計

画，防災計画，住民社会調整計画，土地利用調整計画

の5つの部門別計画を策定した（表5，図 7).

環境生態計画では，城壁，堀，外郭周辺環境の調査

結果をもとに，現状の課題とそれに対応する整備措置

を規定した．また，中華門と雨花台，中山門，紫金山

叫んよ01000 5000m ~ 

～～h 
－・・・・···~

ら

及び外郭，神策門と幕府山，抱江門と揚子江の間に視

線コリドーを形成するため，さらには，玄武湖，清涼山，

中華門の南側jからも城壁を眺望できるよう，高さ制限

を定めた．

インフラ調整計画では，城壁と城壁遺跡を貫通する

道路の建設を禁止し，計画中で、あった鳴羊路，紫竹林

路，芦席営路を廃止した．都市発展の需要のため，地

下トンネルを建設する場合は， トンネルの出入り口を

規制範囲外に設置し，城壁の安全を確保することとし，

城壁の連続性と周辺環境の調和を図る必要がある 7つ

の地点において， トンネルの建設を禁止した．

住民社会調整計画では，城壁上面の植物を除去し，

建物を撤去することが規定された．保護範囲内の建物

については， 1980年以前に建設した建物は計画的に撤

去し，住民を他の地域に転居させ， 1980年以降に建設

した建物は，一般的に 50年の使用年限を越えた後に撤

去することとし，規制区域内において新築する建物の

屋根形状，高さ等を具体的に定めた．

土地利用調整計画では 規制区域以内の工場を全て

撤去し，具体的な状況に応じて居住，商業，教育用地

等に転換することを規定した．防災計画は，南京市都

市総体計画で規定された内容に準じ，洪水，震災等に

よる被害を避けるため，損傷がある城壁の補強や城壁

に近い住居の移転等を規定した．

⑤展示と利用

城壁の保護を優先しつつ，城壁を利用した観光産業

の開発のため，城壁周辺の観光業者と連携し，特に取

り除かれた皇城，宮城，外郭の遺土止を巡る観光路線の

整備，自然環境と歴史事件を一体的に捉えたテーマ観

光の開発，来客数のコントロール，城壁博物館の整備

やサービス施設の充実等を規定した．

⑥計画管理

城壁の保護計画を実施するための城壁管理委員会の

設置を提案した．委員会は，城壁の保守管理，維持，修繕，

広報等を担当する．また，計画の実施のため，目標年

次の設定，短期，中期，長期計画の区分等を定めた．

4-4南京城壁保護計画の変遷と固による保護施策の関係性

ヒアリング調査に基づき注ぺ南京城壁保護計画の取り

組みの経緯と計画内容の変遷を通して明らかになった

特徴と課題，また南京城壁保護計画の変遷と国による

保護施策の関係は以下の通りである．

(1)規範的，総合的な計画への変化

城壁損傷の防止や観光化の推進を目的として， 1992年と

1997年に保護計画を策定した際，国家文物局の法令は文

物保護計画の策定について規定していなかったが，南京市

は， 自主的に保護計画を策定した.2004年に国家文物局

が国保保護計画の策定方針と内容構成に関する規定を公

布する前は，保護計画は概要的であり，主に城壁と周辺自
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然環境の保護と利用に関する計画を図と文章で記載してい

た公布後は，より詳細で規範的な計画へと変化し，環境

生態，インフラ，防災，土地利用等の視点を踏まえた総

合的な計画へと変化した．

(2）保護の対象と保護範囲の拡大

1992年の保護計画における保護の対象は都城城壁の

みであったが， 1997年には城壁遺跡の保護方法と措置

を検討するようになった. 2004年の規定の公布以降，

文物本体のみを保護するだけではなく，周辺環境を保

全し，改善するという規定が加わった．さらに， 2007

年の計画では，それまでの計画に加えて，城壁周辺の

水域，山地など自然環境を含む保護区域と規制区域の

範囲を拡大しつつ，取り除かれた皇城，宮城，外郭ま

で、一体的に取扱っていることは本計画の特徴である．

(3）ソフト面の規定の追加

1992年と 1997年の保護計画は，主に城壁と遺跡の保

護，周辺の自然環境の整備等に関するハード面の規定が主

で、あったが， 2007年の保護計画は，無形文化遺産の開発

や管理組織の設置等， ソフト面の規定が加えられた．

(4）都市計画への反映

2007年の南京城壁保護計画において，策定されたイン

フラ調整計画において，城壁の連続性を破壊するとい

う理由により，都市計画で決定した 3つの道路の建設

を中止した．さらに，住民社会調整計画において，保

護範囲内の土地利用の調整や，保護範囲内に住む住民

を他の地域に転居させること等を都市計画に規程した

ことは，単体的な文物の保護計画の特徴である．

(5）整備・活用方法，住民参加の課題

城壁とその周辺空間に関しては，緑地のみの計画が主で

あることから，空間全体をより総合的に捉え，多様な空間

を形成するための取組みが必要である．城壁の活用は，観

光面が主であるが，教育面の利用や城壁に関連するイベン

トの開催等，多面的な活用が望ましい．

また，国の施策は，住民参加に関して規定しておら

ず，南京市の保護計画策定にあっても，多部門の参入，

専門家や住民の参加が見られなかったことは，今後の

課題といえる．

5.おわりに

本研究は，南京市の城壁保護計画を対象とする文献調

査とヒアリング調査を通して，以下のような知見を得た．

(1)国の法令では，文物保護計画を策定する義務が規

定されていなかったが，南京市は，城壁の保護計画を

自主的に策定し，その内容は， 92年の保護範囲の設置

のみの概要的な計画から， 97年の城壁と周辺の自然環

境の整備や観光開発に対して具体的に提案する計画へ

と変化したことを示した．さらに， 2007年の南京城壁

保護計画は， 2003年及び2004年に公布した国の施策

をもとに，部門別計画を含む規範的，総合的な計画に

変化し，保護対象も遺跡単体のみから自然環境を含む

外郭まで拡大した．また，ハ｝ド面の環境整備から，

無形文化遺産の開発や管理組織の設置等のソフト面を

重視し，都市計画へ反映する保護計画へと変化してい

ることがわかった．しかし，城壁と周辺環境の整備・

活用方法が単一的であり，住民の保護意識の向上と住

民参加の取り組みが今後の課題といえる．

(2）中国では，経済発展に伴い，これまで多くの文物

が破壊されたが，それと並行して，文物保護の取組みが

徐々に進み，文物保護に関する計画の策定は歴史文化名

城，街区，村鎮等の面的計画に加え，「全国重点文物保

護単位保護計画」の点的な文物の保護計画を策定するこ

とが必要になった．しかしながら，現存する 4295箇所

の国保のうち，「全国重点文物保護単位保護計画Jを策

定している国保は未だ717箇所（17覧）のみであり，保護計

画の策定を推進するため，特に小規模な保護単位に対

して，策定基準や内容構成に柔軟性を持たせることが

求められている．また，保護計画を策定する際に，地

域の立場に立ち，行政における多部門の参入，専門家

や住民の参加により，多様な活用方針を打ち出すこと

も重要である．
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注

注 1) 「文物jは，日本の「文化財Jに近い概念であるが，

両者には体系上も保護の歴史上も大きな差異があるため，

「文物」の原語表記を使用している．

注 2) 南京市，興城市，臨安市，寿県，鳳陽県，荊州市，

裏陽市，西安市の 8市・県．

注 3) 文献5）と文物保護法（2002）をもとに筆者が作

成した．

注4) 1961年（第1回）に公布した際，革命遺土l上及び革

命記念建築物，石窟寺，古建築及び歴史記念建築物，

石刻及びその他，古遺土rt，古墓葬の 6種類に分類した．

1996年（第4回）に公布した際，古遺土止，古墓葬，古

建築，石窟寺及び石刻，近現代重要史跡及び代表性建築，

その他の6種類に変更した．ここで， 1996年の分類方法

を使用し，第3固までの革命遺社及び革命記念建築物，

古建築及び歴史記念建築物は近現代重要史跡及び代表

性建築，古建築にそれぞれ属する．以前の石刻及びその

他の石刻は石窟寺と合併し，石窟寺及び石刻の科目に属
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し，それ以外はその他の科目に属する．

注 5) 本研究における着目する全国重点文物保護単位

は， 1つ市・県に所在する文物である．万里の長城，

大運河等の複数の省に広がる大規模な全国重点文物

保護単位は，国家文物局及び複数の省の協力によっ

て，保全計画を作成する．

注 6) 保護計画の策定決意や審査結果に関する公的な

通達，通知等国家文物局及び地方政府が公布したも

のに限る．

注 7) 「全国重点文物保護単位保護規劃編制審批弁法J

と東南大学建築設計研究院への南京城壁保全計画の作

成過程に関するヒアリング調査の結果をもとに作成した．

注 8) 南京城壁保護規劃（2008～2025）をもとに筆者

が作成した．

注 9) ヒアリング調査によると，南京明城壁保護計画

(1992年）は概要的であり，具体的な保護措置等まで

は策定していないが，参考文献 21)の記録を参考に

している．

注 10) 南京城壁保護計画2008～ 2025の策定に関わ

った買亭立先生へのヒアリングによる．
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